
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宇治都市計画道路（六地蔵駅前線）の変更について 

令 和 2 年 7 月 2 0 日 
建設水道常任委員会資料 
都市整備部都市計画課 



議案第６４号  

 

宇治都市計画道路（六地蔵駅前線）の変更について  

 

 

都市計画道路中３・４・２８号六地蔵駅前線を、次のとおり変更

するものとする。  

 

令和２年７月２０日提出  

 

                    宇治市長 山本 正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

宇治都市計画道路（六地蔵駅前線）の変更 

（宇治市決定） 

 

 

計  画  書 （案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇 治 市 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 書 
 

 

本都市計画道路は、京都市高速鉄道東西線の延伸に関連し、駅利用者の利便性の向上と円

滑な交通処理を確保し、良好な都市環境の創出を図るため、平成１１年に都市計画決定して

おります。 

 

今回、ＪＲ奈良線の高速化・複線化第二期事業の関連事業として、ＪＲ六地蔵駅において、

利用者の利便性及び安全性の向上を図る駅の改良を行うとしており、これと整合を図るため、

都市計画道路「3・4・28 号六地蔵駅前線」の駅前広場の区域を変更しようとするものである。 
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宇治都市計画道路の変更（宇治市決定） 

 

 

１．都市計画道路中 3･4･28 号六地蔵駅前線を次のように変更する。 

 

種別 

名   称 位    置 区 域 構     造 

備考 

番号 路線名 起 点 終 点 
主 な 

経過地 
延 長 

構造 

形式 

車線 

の数 
幅員 

地表式の区間における 

鉄道等との交差の構造 

幹
線
街
路 

3･4･28 
六地蔵 

駅前線 

宇治市 

六地蔵

町並 

宇治市 

六地蔵 

奈良町 

 約 270ｍ 地表式 2 車線 19m 
西日本旅客鉄道と立

体交差 駅前広場の

区域の変更 

なお、宇治市六地蔵奈良町地内に約 6,300 ㎡の駅前広場を設ける。 

 

「位置、区域及び構造は計画図表示のとおり」 

 

 

 

 

 

理   由 

 

 

ＪＲ奈良線の高速化・複線化第二期事業の関連事業として、ＪＲ六地蔵駅において、利用者の利便性及び安

全性の向上を図る駅の改良を行うとしており、これと整合を図るため、都市計画道路「3・4・28 号六地蔵駅前

線」の駅前広場の区域を変更しようとするものである。 
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新 旧 対 照 表 

 

 種別 

名 称 位 置 区 域 構 造 

備考 

番 号 路線名 起 点 終 点 
主  な 

経過地 
延 長 

構造 

形式 

車線 

の数 
幅 員 

地表式の区間における 

鉄道等との交差の構造 

      

 

 

幹 

線 

街 

路 

 

3･4･28 
六地蔵 

駅前線 

宇治市 

六地蔵

町並 

宇治市 

六地蔵 

奈良町 

 約 270ｍ 地表式 2 車線 19m 

西日本旅客鉄道と立

体交差 

 

駅前広場の

区域の変更 

なお、宇治市六地蔵奈良町地内に約 6,300 ㎡の駅前広場を設ける。 

旧 同
上 

同上 同上 同上 同上  同上 同上 同上 同上 同上 

同上 

当初決定年月日  平成１１年３月５日  京都府告示第１３２号 

 

 

 

 

 

 

 

新 
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追加に係る区域 赤色

廃止に係る区域 黄色

既決定に係る区域 黒色

凡　　例

宇治都市計画道路の変更（3・4・28　六地蔵駅前線の変更）

総　括　図　S=1：10,000
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宇治都市計画道路の変更（3・4・28　六地蔵駅前線の変更）

計　画　図　S=1：2,500

追加に係る区域

廃止に係る区域

凡　　例
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■都市計画道路変更の手続きフロー 
 
  

変更案（案）の公告及び縦覧 

変更案（案）の作成 

意見書提出 

法第 17 条 

法第 19 条 

住民・利害関係者 

法第 17 条 

宇 治 市 

令和２年７月２０日 

都市計画変更 告示 

宇治市都市計画審議会（事前報告） 

法定協議 

宇治市都市計画審議会（付議） 

資料１-１ 

都市計画変更案（原案）の作成 

法第 20 条 

説 明 会 

令和元年７月２２日 

京 都 府 

法第 19 条 

事前協議 

都市計画変更案（素案）の作成 

今回 

【期間：令和元年 12 月 6日～令和元年 12月 20 日】 
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資料１-２ 


